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                          第  １  章   総      則  

   （ 名  称 ）  

  第  １  条  本 会 は ､社 団 法 人 日 本 エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 工 業 会 (英 文 名 Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ  

      Ｌ Ｉ Ｑ Ｕ Ｅ Ｆ Ｉ Ｅ Ｄ  Ｐ Ｅ Ｔ Ｒ Ｏ Ｌ Ｅ Ｕ Ｍ  Ｇ Ａ Ｓ  Ｉ Ｎ Ｓ Ｔ Ｒ Ｕ Ｍ Ｅ Ｎ Ｔ Ｓ  

      Ｍ Ａ Ｎ Ｕ Ｆ Ａ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ Ｅ Ｒ Ｓ  Ａ Ｓ Ｓ Ｏ Ｃ Ｉ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ ､略 称 「 Ｊ Ｌ Ｉ Ａ 」 ）  

      と 称 す る 。  

  

  （ 事 務 所 ）  

  第  ２  条  本 会 は 、 事 務 所 を 東 京 都 港 区 に 置 く 。  

  

  （ 目  的 ）  

  第  ３  条  本 会 は 、 消 費 生 活 に お け る 安 全 性 の 確 保 を 基 調 と す る エ ル ピ ー ガ ス 供  

    給 機 器 の 品 質 ・ 性 能 の 維 持 向 上 並 び に エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 災 害 防 止 対 策 の  

    確 立 を 図 る こ と に よ り 、 エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 生 産 、 流 通 及 び 消 費 の 改 善  

    合 理 化 に 資 し 、 も っ て エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 工 業 の 健 全 な 発 展 と 国 民 生 活 に  

    お け る 安 全 の 確 保 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

  

  （ 事  業 ）  

  第  ４  条  本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

    (1)  エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 生 産 、 流 通 及 び 消 費 に 関 す る 調 査  

    (2) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 工 業 の 経 営 及 び 技 術 に 関 す る 調 査  

    (3) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 品 質 ・ 性 能 に 関 す る 規 格 、 基 準 の 策 定 及 び 普 及  

     施 策 の 推 進  

    (4) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 に 関 す る 保 安 対 策 の 確 立 の 促 進  

    (5) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 品 質 ・ 性 能 に 関 す る 規 格 、 基 準 に 適 合 す る 機 器  

     に 対 す る 生 産 者 の 品 質 ・ 性 能 保 証 等 の 措 置 の 確 立 の 促 進  

    (6) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 品 質 ・ 性 能 に 係 る 苦 情 の 解 決 に 関 す る 仲 介 及 び  

     斡 旋  

    (7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

  

   （ 用 語 の 意 義 ）  

   第  ５  条  こ の 定 款 に お い て 「 エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 」 と は 、 エ ル ピ ー ガ ス を 燃  

     料 と し て 生 活 の 用 に 供 す る 消 費 者 等 に 設 置 さ れ る エ ル ピ ー ガ ス の 消 費 ・ 供 給  

    設 備 を 構 成 す る 機 器 及 び 付 属 す る 機 器 の う ち 、 燃 焼 器 具 を 除 い た も の を い う 。  
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                          第  ２  章   会      員  

  

  （ 会 員 の 資 格 ）  

  第  ６  条  本 会 の 会 員 の 資 格 は 、 次 の と お り と す る 。  

    (1) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 製 造 事 業 を 営 む も の  

    (2) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 製 造 事 業 を 営 む こ と が 確 実 で あ る も の  

    (3) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 流 通 及 び 消 費 に 係 る 事 業 を 営 む も の  

     (4) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 部 品 及 び 材 料 の 製 造 及 び 販 売 事 業 を 営 む も の  

    (5) エ ル ピ ー ガ ス 供 給 機 器 の 製 造 に 要 す る 機 械 ・ 器 具 の 製 造 及 び 販 売 事 業 を  

      営 む も の  

     (6) 第 ３ 号 か ら 前 号 ま で に 掲 げ る も の を 主 た る 構 成 員 と す る 団 体  

    (7) そ の 他 本 会 の 事 業 に 関 連 あ る 事 業 を 営 む も の  

  

  （ 会 員 の 種 類 、 入 会 ）  

  第  ７  条  本 会 の 会 員 は 、 正 会 員 及 び 賛 助 会 員 と し 、 正 会 員 を も っ て 民 法 上 の 社  

    員 と す る 。  

   ２  前 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る も の で あ っ て 正 会 員 会 費 を 納 入 す る 者 は 、  

    正 会 員 に な る こ と が で き る 。  

   ３  前 条 第 ２ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 掲 げ る も の で あ っ て 賛 助 会 員 会 費 を 納 入 す る  

    者 は 、 賛 助 会 員 に な る こ と が で き る 。  

    ４  会 員 に な ろ う と す る と き は 、 所 定 の 書 面 に よ り 申 込 み 、 理 事 会 の 承 認 を 得  

      た の ち 、 入 会 金 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

  

  （ 会 員 の 義 務 ）  

  第  ８  条  会 員 は 、 本 会 の 経 費 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

   ２  会 員 が 法 人 又 は 団 体 で あ る と き は 、 本 会 に 対 す る 代 表 者 （ 以 下 「 会 員 代 表  

    者 」 と い う 。 ） １ 名 及 び そ の 代 理 人 を 定 め て 本 会 に 届 出 な け れ ば な ら な い 。  

    会 員 代 表 者 及 び そ の 代 理 人 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。  

   ３  会 員 は 、 総 会 及 び 理 事 会 の 議 決 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

  

   （ 入 会 金 及 び 会 費 規 程 ）  

   第  ９  条  入 会 金 、 正 会 員 会 費 及 び 賛 助 会 員 会 費 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 定 款 に  

    特 に 定 め て あ る も の の ほ か 、 入 会 金 及 び 会 費 規 程 を も っ て こ れ を 定 め る 。  

   ２  入 会 金 及 び 会 費 規 程 の 制 定 又 は 変 更 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な  

     い 。 た だ し 、 入 会 金 、 正 会 員 会 費 及 び 賛 助 会 員 会 費 の 額 そ の 他 基 準 的 な 事 項  

    に つ い て は 、 総 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
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   （ 退  会 ）  

   第 １ ０ 条  会 員 が 退 会 し よ う と す る と き は 、 事 前 に そ の 旨 を 書 面 を も っ て 会 長 に  

     届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

   ２  会 員 が 死 亡 、 解 散 又 は 破 産 し た と き は 、 退 会 し た も の と み な す 。  

  

  （ 会 員 の 権 利 の 停 止 ）  

  第 １ １ 条  会 員 が 督 促 を 受 け て も 会 費 を 納 入 し な い 等 、 会 員 の 義 務 に 違 反 す る 行  

     為 を し た と き は 、 本 会 は 理 事 会 の 決 議 に よ り 、 期 間 を 定 め て 当 該 会 員 の 権 利  

     を 停 止 す る こ と が で き る 。  

  

  （ 除  名 ）  

  第 １ ２ 条  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４  

     分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 て 、 こ れ を 除 名 す る こ と が で き る 。  

     (1) 会 費 を 納 入 せ ず 、 督 促 後 な お 会 費 を １ 年 以 上 納 入 し な い と き 。  

     (2) 本 会 の 名 誉 を き 損 し 又 は 本 会 の 目 的 に 反 す る 行 為 を し た と き 。  

   ２  前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 会 員 を 除 名 し よ う と す る 場 合 は 、 当 該 会 員 に あ ら  

    か じ め 通 知 す る と と も に 、 除 名 の 議 決 を 行 う 総 会 に お い て 、 当 該 会 員 に 弁 明  

     の 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。  

  

  （ 会 員 資 格 の 喪 失 に 伴 う 権 利 及 び 義 務 ）  

  第 １ ３ 条  会 員 が 第 １ ０ 条 又 は 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り そ の 資 格 を 喪 失 し た と き は  

    本 会 に 対 す る 権 利 を 失 い 、 義 務 を 免 れ る 。 た だ し 、 未 履 行 の 義 務 は 、 こ れ を  

    免 れ る こ と が で き な い 。  

    ２  本 会 は 、 会 員 が そ の 資 格 を 喪 失 し て も 、 既 に 納 入 し た 会 費 そ の 他 の 拠 出 金  

     品 は 返 還 し な い 。  

  

            第  ３  章  役 員 、 顧 問 及 び 参 与  

  

   （ 種  別 ）  

   第 １ ４ 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

     (1) 理 事  １ ０ 人 以 上 １ ３ 人 以 内  

    (2) 監 事  ２ 人 以 上 ３ 人 以 内  

   ２  理 事 の う ち 、 １ 人 を 会 長 、 ３ 人 を 副 会 長 、 １ 人 を 専 務 理 事 と す る 。  

  

   （ 選  任 ）  

  第 １ ５ 条  理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 に お い て 、 正 会 員 （ 法 人 又 は 団 体 の 場 合 に あ っ   

    て は 会 員 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち か ら 選 任 す る 。                        

     た だ し 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 理 事 に あ っ て は ５ 人 、 監 事   
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     に あ っ て は １ 人 を 限 度 と し て 、 正 会 員 以 外 の 者 を 理 事 又 は 監 事 に 選 任 す る こ   

     と を 妨 げ な い 。                                                         

   ２  総 会 が 招 集 さ れ る ま で の 間 に お い て 、 補 欠 又 は 増 員 の た め 理 事 又 は 監 事 を   

      緊 急 に 選 任 す る 必 要 が あ る と き は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 会 の 議 決   

     を 得 て 、 こ れ を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 理 事 会 開 催 後   

      最 初 に 開 催 す る 総 会 に お い て 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。                 

   ３  会 長 、 副 会 長 及 び 専 務 理 事 は 、 理 事 会 に お い て 理 事 の 互 選 に よ り 定 め る 。   

   ４  理 事 及 び 監 事 は 、 相 互 に 兼 ね る こ と は で き な い 。                         

   ５  理 事 又 は 監 事 が 、 会 員 代 表 者 で な く な っ た と き は 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら   

    ず 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 当 該 会 員 か ら 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 届 け 出   

    の あ っ た 会 員 代 表 者 を 後 任 の 理 事 又 は 監 事 に 選 任 す る こ と が で き る 。 こ の 場   

    合 、 当 該 理 事 会 開 催 後 最 初 に 開 催 す る 総 会 に お い て 承 認 を 得 る も の と す る 。   

  

   （ 職  務 ）  

   第 １ ６ 条  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 会 務 の 執 行 を 決 定 す る 。  

    ２  会 長 は 、 本 会 を 代 表 し 、 会 務 を 統 轄 す る 。  

    ３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 欠 け た と き は 、 理 事  

     会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に よ り そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

    ４  専 務 理 事 は 、 会 長 及 び 副 会 長 を 補 佐 し 、 会 務 の 執 行 を 掌 理 す る 。  

    ５  監 事 は 、 民 法 第 ５ ９ 条 の 職 務 を 行 う 。  

  

   （ 任  期 ）  

   第 １ ７ 条  役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

    ２  補 欠 又 は 増 員 に よ り 就 任 し た 役 員 の 任 期 は 、 前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず  

    前 任 者 又 は 現 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

   ３  役 員 は 、 辞 任 又 は 任 期 満 了 の 場 合 に お い て も 、 後 任 者 が 就 任 す る ま で 、 そ  

    の 職 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

  

  

   （ 解  任 ）  

   第 １ ８ 条  役 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４  

     分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 て 、 当 該 役 員 を 解 任 す る こ と が で き る 。  

     (1) 心 身 の 故 障 の た め 職 務 を 執 行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。  

     (2) 職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為 が あ る と 認 め ら  

      れ る と き 。  

    ２  前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 解 任 し よ う と す る 場 合 は 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定  

     を 準 用 す る 。  
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  （ 報  酬 ）  

  第 １ ９ 条  役 員 に は 報 酬 を 支 給 し な い 。 た だ し 、 常 勤 す る 役 員 に は 、 理 事 会 の 定  

   め る と こ ろ に よ り 、 報 酬 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

  

  （ 顧 問 及 び 参 与 ）  

  第 ２ ０ 条  本 会 に 顧 問 ２ 人 以 内 及 び 参 与 ２ 人 以 内 を 置 く こ と が で き る 。  

    ２  顧 問 及 び 参 与 は 、 学 識 経 験 者 又 は 本 会 に 功 労 の あ っ た 者 の う ち か ら 、 理 事  

     会 の 推 薦 に よ り 、 会 長 が 委 嘱 す る 。  

    ３  顧 問 は 、 本 会 の 運 営 に 関 し て 会 長 の 諮 問 に 答 え 、 又 は 意 見 を 述 べ る こ と が  

    で き る 。  

   ４  参 与 は 、 本 会 の 事 業 に 関 し て 会 長 の 諮 問 に 答 え 、 又 は 意 見 を 述 べ る こ と が  

    で き る 。  

   ５  顧 問 及 び 参 与 の 任 期 に つ い て は 、 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

  

            第  ４  章   会      議  

  

   （ 種  別 ）  

   第 ２ １ 条  本 会 の 会 議 は 、 総 会 及 び 理 事 会 と し 、 総 会 は 、 通 常 総 会 及 び 臨 時 総 会  

    と す る 。  

  

  （ 構  成 ）  

  第 ２ ２ 条  総 会 は 、 正 会 員 を も っ て 構 成 す る 。  

    ２  理 事 会 は 、 理 事 を も っ て 構 成 す る 。  

    ３  監 事 は 、 会 議 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

  

   （ 権  能 ）  

   第 ２ ３ 条  総 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 本 会 の 運 営 に 関 す る 重 要  

    事 項 を 議 決 す る 。  

    ２  理 事 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。  

     (1) 総 会 の 議 決 し た 事 項 の 執 行 に 関 す る こ と 。  

     (2) 総 会 に 附 議 す べ き 事 項  

     (3) そ の 他 総 会 の 議 決 を 要 し な い 会 務 の 執 行 に 関 す る 事 項  

  

  

   （ 開  催 ）  

   第 ２ ４ 条  通 常 総 会 は 、 毎 年 １ 回 、 事 業 年 度 終 了 後 ８ ０ 日 以 内 に 開 催 す る 。  

    ２  臨 時 総 会 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 開 催 す る 。  

     (1) 理 事 会 が 必 要 と 認 め た と き 。  
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     (2) 正 会 員 総 数 の ５ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ  

      た と き 。  

    (3) 監 事 の 全 員 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ た と き 。  

    ３  理 事 会 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 開 催 す る 。  

     (1) 会 長 が 必 要 と 認 め た と き 。  

     (2) 理 事 現 在 数 の ３ 分 の １ 以 上 か ら 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し て 請 求 が あ っ  

      た と き 。  

  

   （ 招  集 ）  

   第 ２ ５ 条  総 会 及 び 理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

   ２  総 会 を 招 集 す る 場 合 は 、 日 時 及 び 場 所 並 び に 会 議 の 目 的 た る 事 項 及 び そ の  

    内 容 を 示 し た 書 面 を も っ て 、 開 会 の 日 の １ ０ 日 前 ま で に 正 会 員 に 通 知 し な け  

     れ ば な ら な い 。  

    ３  理 事 会 を 招 集 す る 場 合 は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 た だ し 、 議 事 が 緊 急 を  

     要 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 理 事 会 で 定 め た 方 法 に よ り 招 集 す る こ と を 妨 げ な  

    い 。  

   ４  前 条 第 ２ 項 第 ２ 号 若 し く は 第 ３ 号 又 は 第 ３ 項 第 ２ 号 の 請 求 が あ っ た 場 合 は  

    会 長 は 、 速 や か に 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

  

  （ 議  長 ）  

   第 ２ ６ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 が こ れ に あ た る 。 た だ し 、 第 ２ ４ 条 第  

     ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に 基 づ く 臨 時 総 会 を 開 催 し た 場 合 は 、 出 席 正 会 員 の う ち か  

     ら 議 長 を 選 出 す る 。  

  

   （ 定 足 数 ）  

  第 ２ ７ 条  総 会 及 び 理 事 会 は 、 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

  

   （ 議  決 ）  

   第 ２ ８ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 出 席 構  

    成 員 の 過 半 数 の 同 意 で こ れ を 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ  

    に よ る 。  

   ２  総 会 及 び 理 事 会 に お い て は 、 第 ２ ５ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り あ ら  

     か じ め 通 知 し た 事 項 に つ い て の み 議 決 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 議 事 が 緊  

    急 を 要 す る も の で 、 出 席 構 成 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 が あ っ た 場 合 は 、 こ の  

     限 り で は な い 。  

    ３  特 殊 な 利 害 関 係 人 は 、 定 足 数 に 算 入 せ ず 、 ま た 、 表 決 権 を 行 使 す る こ と は  

     で き な い 。  
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   （ 書 面 表 決 等 ）  

   第 ２ ９ 条  や む を 得 な い 理 由 の た め 、 総 会 及 び 理 事 会 に 出 席 で き な い 構 成 員 は 、  

     あ ら か じ め 通 知 さ れ た 事 項 に つ い て 、 書 面 又 は 代 理 人 を も っ て 表 決 権 を 行 使  

    す る こ と が で き る 。  

   ２  前 項 の 代 理 人 は 、 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 会 議 ご と に 議 長 に 提 出 し な け れ ば  

     な ら な い 。  

   ３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 表 決 権 を 行 使 す る 場 合 は 、 当 該 構 成 員 は 出 席 し た も の  

    と み な す 。  

  

   （ 議 事 録 ）  

   第 ３ ０ 条  総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 議 事 録 を 作 成  

     し な け れ ば な ら な い 。  

     (1) 会 議 の 日 時 及 び 場 所  

     (2) 構 成 員 の 現 在 数  

     (3) 会 議 に 出 席 し た 構 成 員 の 数 及 び 理 事 の 氏 名 （ 書 面 表 決 者 及 び 表 決 委 任  

      者 を 含 む 。 ）  

     (4) 議 決 事 項  

      (5) 議 事 の 経 過 の 概 要  

      (6) 議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る 事 項  

    ２  議 事 録 に は 、 議 長 及 び 出 席 し た 構 成 員 の う ち か ら そ の 会 議 に お い て 選 任 さ  

    れ た 議 事 録 署 名 人 ２ 人 以 上 が 、 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

  

            第  ５  章    資 産 及 び 会 計  

  

  （ 資 産 の 構 成 ）  

  第 ３ １ 条  本 会 の 資 産 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。  

     (1) 入 会 金  

     (2) 会 費  

     (3) 寄 附 金 品  

     (4) 資 産 か ら 生 ず る 収 入  

      (5) 事 業 に 伴 う 収 入  

      (6) そ の 他 の 収 入  

  

  （ 資 産 の 管 理 ）  

  第 ３ ２ 条  本 会 の 資 産 は 、 会 長 が 管 理 し 、 そ の 方 法 は 理 事 会 の 議 決 に よ る 。  

  

  （ 経 費 の 支 弁 ）  

  第 ３ ３ 条  本 会 の 経 費 は 、 資 産 を も っ て 支 弁 す る 。  
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    （ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

   第 ３ ４ 条  本 会 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 会 長 が 作 成 し 理 事 会 の 議 決 を 得  

     た 後 、 毎 事 業 年 度 の 開 始 前 に 総 会 の 議 決 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や  

    む を 得 な い 事 情 が あ る た め 当 該 事 業 年 度 開 始 前 に 総 会 を 開 催 で き な い 場 合 に  

    あ っ て は 、 理 事 会 の 議 決 に よ る こ と を 妨 げ な い 。 こ の 場 合 、 当 該 事 業 年 度 の  

    開 始 の 日 か ら ８ ０ 日 以 内 に 総 会 の 議 決 を 得 る も の と す る 。  

    ２  前 項 た だ し 書 の 場 合 に あ っ て は 、 総 会 の 議 決 を 得 る ま で の 間 、 前 事 業 年 度  

     の 予 算 執 行 の 例 に よ る 。  

    ３  第 １ 項 の 議 決 を 得 た 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 は 、 当 該 事 業 年 度 開 始 後 ３  

     月 以 内 に 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

    ４  第 １ 項 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 の 変 更 は 、 理 事 会 の 定 め る と こ ろ に よ  

     り こ れ を 行 い 、 速 や か に 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  

   （ 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 ）  

  第 ３ ５ 条  本 会 の 事 業 報 告 書 及 び 収 支 決 算 書 は 、 会 長 が 事 業 年 度 終 了 後 遅 滞 な く  

    こ れ を 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 経 、 理 事 会 の 議 決 を 得 た 後 、 当 該 事 業 年 度 終 了  

    後 ８ ０ 日 以 内 に 総 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   ２  前 項 の 承 認 を 得 た 事 業 報 告 書 及 び 収 支 決 算 書 は 、 当 該 事 業 年 度 終 了 後 ３ 月  

    以 内 に 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  

  （ 特 別 会 計 ）  

   第 ３ ６ 条  本 会 は 、 事 業 の 遂 行 上 必 要 が あ る 場 合 は 、 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 特 別  

    会 計 を 設 け る こ と が で き る 。  

    ２  前 項 の 特 別 会 計 は 、 第 ３ ４ 条 の 収 支 予 算 及 び 前 条 の 収 支 決 算 に 計 上 し な け  

      れ ば な ら な い 。  

  

   （ 剰 余 金 の 処 分 ）  

   第 ３ ７ 条  本 会 の 収 支 決 算 に 剰 余 が 生 じ た 場 合 は 、 繰 り 越 し た 欠 損 が あ る と き は  

     そ の 補 填 に 充 て 、 な お 剰 余 の あ る と き は 総 会 の 議 決 を 得 て 、 そ の 全 部 又 は 一  

      部 を 翌 事 業 年 度 に 繰 り 越 し 、 又 は 積 み 立 て る も の と す る 。  

  

   （ 借 入 金 ）  

   第 ３ ８ 条  本 会 が 借 入 金 を し よ う と す る 場 合 は 、 そ の 事 業 年 度 の 収 入 額 を 上 限 と  

     す る 借 入 金 で あ っ て 、 当 該 返 済 期 間 が １ 年 以 内 の も の を 除 き 、 理 事 会 に お い  

     て 理 事 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 承 認 を 得 な  

     け れ ば な ら な い 。  
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  （ 事 業 年 度 ）  

    第 ３ ９ 条  本 会 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 る 。  

  

  

             第  ６  章   定 款 の 変 更 及 び 解 散  

  

  （ 定 款 の 変 更 ）  

  第 ４ ０ 条  こ の 定 款 は 、 総 会 に お い て 、 正 会 員 総 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、  

    か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 認 可 を 受 け な け れ ば 変 更 す る こ と が で き な い 。  

  

  （ 解  散 ）  

  第 ４ １ 条  本 会 は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 の 規 定  

    に よ り 解 散 す る 。  

    ２  本 会 は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ い て 解 散 を す る 場 合 は 、  

     総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の  

     承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

  

   （ 清 算 人 、 清 算 監 査 人 ）  

   第 ４ ２ 条  本 会 が 解 散 し た と き は 、 民 法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 三 号 の 事 由 に よ る と き  

     の ほ か 、 理 事 が 清 算 人 と な り 、 監 事 が 清 算 監 査 人 と な る 。  

  

   （ 残 余 財 産 の 処 分 ）  

   第 ４ ３ 条  本 会 の 解 散 の 場 合 の 残 余 財 産 は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の ４ 分 の ３  

     以 上 の 議 決 を 得 、 か つ 、 経 済 産 業 大 臣 の 許 可 を 得 て 、 本 会 と 類 似 の 目 的 を 持  

     つ 他 の 法 人 又 は 団 体 に 寄 附 す る も の と す る 。  

  

            第  ７  章   補      則  

  

   （ 部 会 及 び 委 員 会 ）  

   第 ４ ４ 条  本 会 は 、 事 業 の 円 滑 な 遂 行 を 図 る た め 、 部 会 及 び 委 員 会 を 設 け る こ と  

     が で き る 。  

    ２  部 会 及 び 委 員 会 は 、 そ の 目 的 と す る 事 項 に つ い て 調 査 及 び 研 究 し 、 又 は 審  

     議 す る 。  

    ３  そ の 他 部 会 及 び 委 員 会 の 組 織 、 構 成 及 び 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 会 長  

    が 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、 別 に 定 め る 。  

  

   （ 事 務 局 ）  

   第 ４ ５ 条  本 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 を 置 く 。  
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   ２  事 務 局 に は 、 事 務 局 長 及 び 所 要 の 職 員 を 置 く 。  

   ３  事 務 局 長 は 、 理 事 会 の 同 意 を 得 て 会 長 が 委 嘱 し 、 職 員 は 、 会 長 が 任 免 す る 。  

    ４  そ の 他 事 務 局 及 び 職 員 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 理 事 会 の 議 決 を 得 て  

     別 に 定 め る 。  

  

   （ 実 施 細 則 ）  

   第 ４ ６ 条  こ の 定 款 の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 理 事 会 の 議 決 を 得 て 、  

     別 に 定 め る 。  

  

  

            付   則 （ 昭 和 ５ ５ 年 ３ 月 ２ ４ 日 ）  

  

  １ ． こ の 定 款 は 、 本 会 が 通 商 産 業 大 臣 の 設 立 の 許 可 を 受 け た 日 （ 以 下 「 許 可 日 」  

   と い う 。 ） か ら 実 施 す る 。  

  ２ ． 日 本 Ｌ Ｐ ガ ス 機 器 工 業 会 の 正 会 員 又 は 賛 助 会 員 で あ っ て 、 現 に 、 第 ６ 条 第 １  

   号 又 は 第 ２ 号 に 規 定 す る 資 格 を 有 し 、 第 ７ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、  

   正 会 員 会 費 又 は 賛 助 会 員 会 費 を 納 入 し て い る 者 （ 入 会 金 を 納 入 し て い る 者 の 場  

    合 に 限 る 。 ） は 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、 許 可 日 に 本 会 の 正 会 員 又 は 賛 助 会  

    員 に な っ た も の と み な す 。  

   ３ ． 本 会 の 設 立 当 初 の 理 事 （ 会 長 、 副 会 長 及 び 専 務 理 事 の 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 監  

   事 は 、 第 １ ４ 条 第 １ 項 並 び に 第 １ ５ 条 第 １ 項 本 文 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら  

   ず 、 設 立 総 会 に お い て 選 任 さ れ た 者 が こ れ に あ た り 、 そ の 任 期 は 第 １ ７ 条 第 １  

    項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 許 可 日 か ら 、 第 ２ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 昭 和  

    ５ ５ 年 に 開 催 さ れ る 定 時 総 会 に お い て 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る と き ま で の 間 と  

    す る 。  

   ４ ． 別 添 「 入 会 金 及 び 会 費 規 程 」 は 、 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 許 可 日 に 制  

    定 さ れ た も の と み な す 。  

   ５ ． 本 会 の 設 立 当 初 の 事 業 年 度 は 、 第 ３ ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 許 可 日 に 始 ま  

    り 、 昭 和 ５ ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ る も の と す る 。  

   ６ ． 第 ３ ２ 条 第 ７ 号 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 事 業 年 度 の 期 間 に お い て は 、 次  

    の と お り 読 み 替 え て 実 施 す る も の と す る 。  

   七  そ  の  他  

    八  日 本 Ｌ Ｐ ガ ス 機 器 工 業 会 か ら 承 継 し た 資 産 （ 同 工 業 会 の 事 業 で あ っ て 、 第  

    ４ 条 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 の 規 定 に よ る 事 業 に 係 る 権 利 及 び 義 務 を 含 む 。 ）  
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            付   則 （ 昭 和 ５ ６ 年 ７ 月 １ ８ 日 ）  

  

   １ ． 変 更 後 の 定 款 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 実 施 し 、 昭 和 ５ ６ 年 ４  

    月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  

  

            付   則 （ 昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 ５ 日 ）  

  

   １ ． 変 更 後 の 定 款 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 実 施 す る 。  

  

  

           付   則 （ 昭 和 ６ ２ 年 ８ 月 １ ８ 日 ）  

  

  １ ． こ の 定 款 の 改 正 規 定 は 、 通 商 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

  

  

            付   則 （ 平 成 １ ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 ）                  

     

   １ ． こ の 定 款 の 改 正 規 定 は 、 経 済 産 業 大 臣 の 認 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。  

                                                                         

 


